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附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条  この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下

「法」という。）第７８条の２第１項及び第４項第１号の規定によ

る指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに法第７

８条の４第１項及び第２項の規定による指定地域密着型サービスの

事業の運営に関する基準を定める。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び介護保険法施行規

則等の一部を改正する省令（平成２４年厚生労働省令第３０号）に
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よる改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「基準省

令」という。）において使用する用語の例による。 

（指定地域密着型サービスの事業の一般原則） 

第３条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を

尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければ

ならない。 

２ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事

業を運営するにあたって地域との結び付きを重視し、他の地域密着

型サービス事業者又は居宅サービス事業者（居宅サービス事業を行

う者をいう。以下同じ。）その他の保健医療サービス及び福祉サー

ビスを提供する者並びに市との連携に努めなければならない。 

第２章 指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準 

（指定地域密着型サービスの指定を受けることができる者） 

第４条 法第７８条の２第４項第１号に規定するところの条例で定め

る者は、法人（その役員（業務を執行する従業員、社員等を含

む。）のうちに清瀬市暴力団排除条例（平成２４年条例第３３号）

第２条第２号及び第３号に規定する暴力団員、暴力団関係者（以下

「暴力団員等」という。）に該当する者があるもの及び暴力団員等

が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な

影響力を有するものを除く。）とする。 

（指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員に関する基準） 

第５条 法第７８条の２第１項の条例で定める数は、２９人以下とす

る。 

第３章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

（基本方針） 

第６条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪

問介護看護（以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とい

う。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者

が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に

応じて自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又



 －３－ 

は随時通報によりその居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、

日常生活上の緊急時の対応その他の安心して居宅において生活を送

ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生

活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならな

い。 

（管理者） 

第７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない場合は、当該指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の業務に従事し、

又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の業務に従事することが

できる。 

（提供拒否の禁止）  

第８条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理

由なく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を拒んではな

らない。 

（秘密保持等） 

第９条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者は、

正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を漏らしてはならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者であった者が、正当

な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏

らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、サービス担当

者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意

を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ておかなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第１０条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者
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に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により事故

が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、当該事故につい

て、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事

業者等に連絡しなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の事故の

状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第１項の事故

による損害のうち、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

が賠償すべきものについて速やかに賠償しなければならない。 

第４章 夜間対応型訪問介護 

（基本方針） 

第１１条  指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護

（以下「指定夜間対応型訪問介護」という。）の事業は、要介護状

態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅にお

いて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができ

るよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の

居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の

夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるよ

うにするための援助を行うものでなければならない。 

（管理者） 

第１２条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介

護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障

がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の業務又は

同一敷地内の他の事業所、施設等（当該指定夜間対応型訪問介護事

業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併

せて受け、かつ、当該同一敷地内の他の事業所、施設等と一体的に

運営している場合に限る。）の業務に従事することができ、日中の

オペレーションセンターサービスを実施する場合であって、指定訪

問介護事業者（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅サービ
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ス等基準」という。）第５条第１項に規定する指定訪問介護事業者

をいう。）の指定を併せて受けて、一体的に運営するときは、指定

訪問介護事業所の業務に従事することができる。 

（準用） 

第１３条 第８条から第１０条までの規定は、指定夜間対応型訪問介

護の事業について準用する。 

第５章 認知症対応型通所介護 

（基本方針） 

第１４条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護

（以下「指定認知症対応型通所介護」という。）の事業は、要介護

状態となった場合においても、認知症（法第５条の２に規定する認

知症をいう。以下同じ。）である利用者（認知症の原因となる疾患

が急性の状態にある者を除く。以下同じ。）が可能な限りその居宅

において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが

できるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによ

り、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用

者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければなら

ない。 

（管理者） 

第１５条 指定認知症対応型通所介護事業者は、その事業を行う単独

型（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭

和３８年法律第１３３号）第２０条の５に規定する特別養護老人ホ

ームをいう。以下同じ。）、同法第２０条の４に規定する養護老人

ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設又は特定

施設をいう。以下この項において同じ。）に併設されていない事業

所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同

じ。）・併設型（特別養護老人ホーム等に併設されている事業所に

おいて行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）指

定認知症対応型通所介護事業所（以下「単独型・併設型指定認知症

対応型通所介護事業所」という。）ごとに専らその職務に従事する

常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指
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定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の業務に従事し、

又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の業務に従事することが

できる。 

２ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適

切な単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供するために必

要な知識及び経験を有する者であって、かつ、厚生労働大臣が定め

る研修を修了している者でなければならない。 

３ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所が、単独型・併

設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者（指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号。以下「指定地域密着

型介護予防サービス基準」という。）に規定する単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指

定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業

とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあって、

これらの事業所又は施設の利用者、入居者又は入所者とともに行う

指定認知症対応型通所介護（以下「共用型指定認知症対応型通所介

護」という。）の事業を行う者が当該事業を行う事業所（以下「共

用型指定認知症対応型通所介護事業所」という。）は、共用型指定

認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定認知症対応型

通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症

対応型通所介護事業所の他の業務に従事し、又は同一敷地内にある

他の事業所、施設等の業務に従事することができる。 

４ 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な共用

型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験

を有する者で、かつ、厚生労働大臣が定める研修を修了している者

でなければならない。 
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（準用） 

第１６条 第８条から第１０条までの規定は、指定認知症対応型通所

介護の事業について準用する。 

第６章 小規模多機能型居宅介護 

（基本方針） 

第１７条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介

護（以下「指定小規模多機能型居宅介護」という。）の事業は、要

介護者をその居宅又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿

泊させる場合は当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交

流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話

及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じそ

の居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするも

のでなければならない。 

（管理者） 

第１８条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能

型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所

の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所の他の業務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所に併設する指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着

型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護療養型医

療施設（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第４号

に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。）の業務若

しくは同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の業務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指

定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又は指定訪問看

護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、

これらの事業に係る業務を含む。）に従事することができる。 

２ 前項本文及び第４５条第１項の規定にかかわらず、指定小規模多

機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者
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をもって充てることができる。 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセン

ター（老人福祉法第２０条の２の２に規定する老人デイサービスセ

ンターをいう。以下同じ。）、介護老人保健施設、指定小規模多機

能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定

複合型サービス事業所等の従業者又は訪問介護員等（介護福祉士又

は法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。次条、第２４

条第２項、第２５条、第４５条第２項及び第４６条において同

じ。）として３年以上認知症である者の介護に従事した経験を有す

る者で、かつ、厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなけ

ればならない。 

（指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） 

第１９条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護

老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定

小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事

業所、指定複合型サービス事業所等の従業者、訪問介護員等として

認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サー

ビス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者で、か

つ、厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならな

い。 

（指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針） 

第２０条 指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針は、次に掲

げるところによるものとする。 

（１）指定小規模多機能型居宅介護の提供にあたっては、利用者が住

み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民と

の交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況及び

希望並びにその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪

問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、

妥当適切に行うものとする。 

（２）指定小規模多機能型居宅介護の提供にあたっては、利用者一人

ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的
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な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うもの

とする。 

（３）指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、小規模多機

能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、

利用者の機能訓練及び利用者が日常生活を営むことができるよう

必要な援助を行うものとする。 

（４）小規模多機能型居宅介護従業者は、指定小規模多機能型居宅介

護の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又

はその家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいよ

うに説明を行うものとする。 

（５）指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居

宅介護の提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体の拘

束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体の拘束等」と

いう。）を行ってはならない。 

（６）指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前号の身体の拘束等を

行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

（７）指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録

定員に比べて著しく尐ない状態が続くものであってはならない。 

（８）指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービス

を利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提

供、電話連絡による見守り等を行う等、登録者の居宅における生

活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。 

（介護等） 

第２１条 介護は、利用者の心身の状況に応じて、利用者の自立の支

援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなけ

ればならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その利用者に対して、利

用者の負担により、利用者の居宅又は当該サービスの拠点における

小規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせては
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ならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他

の家事等は、可能な限り利用者と小規模多機能型居宅介護従業者が

共同で行うよう努めるものとする。 

（準用） 

第２２条 第８条から第１０条までの規定は、指定小規模多機能型居

宅介護の事業について準用する。 

第７章 認知症対応型共同生活介護 

（基本方針） 

第２３条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活

介護（以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。）の事業は、

要介護者であって認知症である者に共同生活住居（法第８条第１９

項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。）におい

て、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事

等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、

利用者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことがで

きるようにするものでなければならない。 

（管理者） 

第２４条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。

ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住

居の他の業務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等

若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定

複合型サービス事業所の業務に従事することができる。 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護

を提供するために必要な知識及び経験を有する者で、特別養護老人

ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知

症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として３

年以上認知症である者の介護に従事した経験を有し、かつ、厚生労

働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。 

（指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者） 
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第２５条 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養

護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指

定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員

等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保

健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携

わった経験を有する者で、かつ、厚生労働大臣が定める研修を修了

している者でなければならない。 

（指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針） 

第２６条 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状

の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用

者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行われなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者一人ひとりの人格を尊

重し、利用者がそれぞれの役割をもって家庭的な環境の下で日常生

活を送ることができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護は、認知症対応型共同生活介護計

画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われ

なければならない。 

４ 共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活

介護の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又

はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすい

ように説明を行わなければならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同

生活介護の提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体の拘束

等を行ってはならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の身体の拘束等を

行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定

認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外

部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善
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を図らなければならない。 

（介護等） 

第２７条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援

と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなけれ

ばならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、その利用者に対して、

利用者の負担により、当該共同生活住居における介護従業者以外の

者による介護を受けさせてはならない。 

３ 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者

が共同で行うよう努めるものとする。 

（準用） 

第２８条 第８条から第１０条までの規定は、指定認知症対応型共同

生活介護の事業について準用する。 

第８章 地域密着型特定施設入居者生活介護 

（基本方針） 

第２９条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入

居者生活介護（以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」と

いう。）の事業は、地域密着型特定施設サービス計画（法第８条第

２０項に規定する計画をいう。以下同じ。）に基づき、入浴、排せ

つ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上

の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活

介護の提供を受ける入居者（以下この章において「利用者」とい

う。）が指定地域密着型特定施設（同項に規定する地域密着型特定

施設であって、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業

が行われるものをいう。以下同じ。）においてその有する能力に応

じて自立した日常生活を営むことができるようにするものでなけれ

ばならない。 

２  指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下

「指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者」という。）は、

安定的、かつ、継続的な事業運営に努めなければならない。 

（管理者） 
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第３０条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地

域密着型特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなけ

ればならない。ただし、指定地域密着型特定施設の管理上支障がな

い場合は、当該指定地域密着型特定施設における他の業務に従事し、

又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは本体施設の業務

（本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除

く。）若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指

定複合型サービス事業所の業務に従事することができる。 

（指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針） 

第３１条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護は、利用者の要介

護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況、利用者

の心身の状況等を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行

わなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護は、地域密着型特定施設

サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮

して行われなければならない。 

３ 地域密着型特定施設従業者は、指定地域密着型特定施設入居者生

活介護の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者

又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等につい

て、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着

型特定施設入居者生活介護の提供にあたっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体の拘束等を行ってはならない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体の

拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供

する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。 

（準用） 
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第３２条 第９条及び第１０条の規定は、指定地域密着型特定施設入

居者生活介護の事業について準用する。 

第９章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

（基本方針） 

第３３条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護（以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護」という。）の事業を行う地域密着型介護老人福祉施

設（以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。）は、地域

密着型施設サービス計画（法第８条第２１項に規定する地域密着型

施設サービス計画をいう。以下同じ。）に基づき、可能な限り居宅

における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介

護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の

世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入

所者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができ

るようにすることを目指すものでなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊

重し、常に入所者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護を提供するように努めなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有

し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、居宅介護支援

事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介

護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者及び市との密接な連携に努めなければならない。 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針） 

第３４条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域

密着型施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は

悪化の防止に資するよう、入所者の心身の状況等に応じて、入所者

の処遇を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域密着型

施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう

配慮して行わなければならない。 



 －１５－ 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護の提供にあたっては、懇切丁寧に行

うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項に

ついて、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、当該入所者又は他の入

所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体の拘束等を行ってはならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体の拘束等を行う

場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にそ

の改善を図らなければならない。 

（介護等） 

第３５条 介護は、入所者の心身の状況に応じて入所者の自立支援と

日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければ

ならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１週間に２回以上、適切な

方法により、入所者を入浴又は清しきしなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の

状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立に必要な援助を行

わなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得な

い入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、褥瘡が発生しないよう適切

な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しな

ければならない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、前各項に規

定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなけ

ればならない。 
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７ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、常時１人以上の介護職員を

介護に従事させなければならない。 

８ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その負担に

より当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による

介護を受けさせてはならない。 

（入所者の入院期間中の取扱い） 

第３６条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が病院又は診

療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね３月以

内に退院することが明らかに見込まれるときは、入所者及びその家

族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、

やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定地域密着

型介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなけれ

ばならない。 

（管理者による管理） 

第３７条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指

定地域密着型介護老人福祉施設の業務に従事する常勤の者でなけれ

ばならない。ただし、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理

上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は本

体施設の業務（本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者として

の職務を除く。）に従事することができる。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３８条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその

再発を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。 

（１）事故が発生した場合の対応について、次号に規定する報告の方

法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。 

（２）事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた

場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策を従業者

に周知徹底する体制を整備すること。 

（３）事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期

的に行うこと。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密
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着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供により事故が発生した

場合は、直ちに必要な措置を講じるとともに、当該事故について、

市、当該入所者の家族、当該入所者に係る居宅介護支援事業者等に

連絡しなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故

に際して採った処置について記録しなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第２項の事故による損害の

うち、指定地域密着型介護老人福祉施設が賠償すべきものについて、

速やかに賠償しなければならない。 

（準用） 

第３９条 第８条及び第９条の規定は、指定地域密着型介護老人福祉

施設について準用する。 

第１０章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護 

（基本方針） 

第４０条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設（施設の全部

において尐数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室

（当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所を

いう。以下同じ。）により一体的に構成される場所（以下「ユニッ

ト」という。）ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支

援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同

じ。）は、入居者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、地域密着型

施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭

に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したも

のとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社

会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければな

らない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との

結び付きを重視した運営を行い、居宅介護支援事業者、居宅サービ

ス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健

医療サービス又は福祉サービスを提供する者及び市との密接な連携
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に努めなければならない。 

（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取

扱方針） 

第４１条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設において行われる

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。以下同

じ。）は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及

び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにす

るため、地域密着型施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活

上の活動について必要な援助により生活を支援するものとして行わ

れなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、

各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むこ

とができるよう配慮して行われなければならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、

入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、

入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介

護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、入居者の心身の状況等

を常に把握しながら、適切に行われなければならない。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、ユニッ

ト型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当た

って、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、

理解しやすいように説明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、ユニット型指定

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供にあたっては、

当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体の拘束等を行ってはならない。  

７ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体の拘

束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 
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８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供す

るユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質

の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（介護等）  

第４２条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を

築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身

の状況等に応じて適切な技術をもって行われなければならない。  

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の日常生

活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞ

れの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が身体の

清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切

な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。た

だし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機

会の提供に代えることができる。  

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の心身の

状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支

援を行わなければならない。  

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、おむつを使用せ

ざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのお

むつを適切に取り替えなければならない。  

６ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、褥瘡が発生しな

いよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制

を整備しなければならない。  

７ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前各項に規定す

るもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の

行為を適切に支援しなければならない。  

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、常時１人以上の

介護職員を介護に従事させなければならない。  

９ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者に対し、

入居者の負担により、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉 
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施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（準用） 

第４３条 第８条、第９条及び第３６条から第３８条までの規定は、

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。 

第１１章 複合型サービス 

（基本方針） 

第４４条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス（以下

「指定複合型サービス」という。）の事業は、指定居宅サービス等

基準第５９条に規定する訪問看護の基本方針及び第１７条に規定す

る小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなけれ

ばならない。 

（管理者） 

第４５条 指定複合型サービスの事業を行う者（以下「指定複合型サ

ービス事業者」という。以下同じ。）は、指定複合型サービス事業

所（指定複合型サービス事業者が当該指定複合型サービスを行う事

業所をいう。以下同じ）ごとに専らその職務に従事する常勤の管理

者を置かなければならない。ただし、指定複合型サービス事業所の

管理上支障がない場合は、当該指定複合型サービス事業所の他の業

務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは当

該指定複合型サービス事業所に併設する指定認知症対応型共同生活

介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福

祉施設及び指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法律第２

０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所で

あるものに限る。）等の業務に従事することができる。 

２ 前項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンタ

ー、介護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定

認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の

従業者若しくは訪問介護員等として３年以上認知症である者の介護

に従事した経験を有する者で、かつ、厚生労働大臣が定める研修を

修了している者又は保健師若しくは看護師でなければならない。 

（指定複合型サービス事業者の代表者） 
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第４６条 指定複合型サービス事業者の代表者は、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定小規模多

機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指

定複合型サービス事業所等の従業者、訪問介護員等として認知症で

ある者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス

若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者で、かつ、

厚生労働大臣が定める研修を修了している者又は保健師若しくは看

護師でなければならない。 

（指定複合型サービスの具体的取扱方針） 

第４７条 指定複合型サービスの具体的取扱方針は、次に掲げるとこ

ろによるものとする。 

（１）指定複合型サービスは、利用者が住み慣れた地域での生活を継

続することができるよう、利用者の病状、心身の状況及び希望並

びにその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サー

ビス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、療養上

の管理の下で妥当適切に行うものとする。 

（２）指定複合型サービスは、利用者一人ひとりの人格を尊重し、利

用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送

ることができるよう配慮して行うものとする。 

（３）指定複合型サービスの提供に当たっては、複合型サービス計画

に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練

及び利用者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う

ものとする。 

（４）複合型サービス従業者は、指定複合型サービスの提供にあたっ

ては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

療養上必要な事項その他サービスの提供の内容等について、理解

しやすいように説明又は必要に応じた指導を行うものとする。 

（５）指定複合型サービス事業者は、指定複合型サービスの提供にあ

たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体の拘束等を行ってはな

らない。 
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（６）指定複合型サービス事業者は、前号の身体の拘束等を行う場合

には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

（７）指定複合型サービスは、通いサービスの利用者が登録定員に比

べて著しく尐ない状態が続くものであってはならない。 

（８）指定複合型サービス事業者は、登録者が通いサービスを利用し

ていない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話

連絡による見守り等を行う等、登録者の居宅における生活を支え

るために適切なサービスを提供しなければならない。 

（９）看護サービス（指定複合型サービスのうち、保健師、看護師、

准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この章

において「看護師等」という。）が利用者に対して行う療養上の

世話又は必要な診療の補助であるものをいう。以下この章におい

て同じ。）の提供にあたっては、主治の医師との密接な連携によ

り、複合型サービス計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回

復が図られるよう妥当適切に行わなければならない。 

（１０）看護サービスの提供にあたっては、医学の進歩に対応し、適

切な看護技術をもって、サービスの提供を行わなければならない。 

（１１）特殊な看護等については、これを行ってはならない。 

（主治の医師との関係） 

第４８条 指定複合型サービス事業所の常勤の保健師又は看護師は、

主治の医師の指示に基づき適切な看護サービスが提供されるよう、

必要な管理をしなければならない。 

２ 指定複合型サービス事業者は、看護サービスの提供の開始に際し、

主治の医師による指示を文書で受けなければならない。 

３ 指定複合型サービス事業者は、主治の医師に複合型サービス計画

及び複合型サービス報告書を提出し、看護サービスの提供にあたっ

て主治の医師との密接な連携を図らなければならない。 

４ 当該指定複合型サービス事業所が病院又は診療所である場合にあ

っては、前２項の規定にかかわらず、第２項の主治の医師の文書に

よる指示及び前項の複合型サービス報告書の提出は、診療記録への
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記載をもって代えることができる。 

（準用） 

第４９条 第８条から第１０条までの規定は、指定複合型サービスの

事業について準用する。 

第１２章 指定地域密着型サービスに関するその他の基準 

（指定地域密着型サービスに関するその他の基準） 

第５０条 この条例に定めるもののほか必要な指定地域密着型サービ

スの事業に関する基準は、別に規則で定めるもののほか、基準省令

の定めるところによる。 

附 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する
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